
社会保険等加入対策に係るＱ＆Ａ 

Ｑ１：社会保険等とは何を指すのか？ 

Ａ１：健康保険，厚生年金保険，雇用保険の 3保険のことをいう。 

Ｑ２：対象となる建設工事とはどのようなものか？ 

Ａ２：令和 2年 4月 1日以降の入札公告又は入札通知を行う建設工事が対象となる。 

Ｑ３：対象となる下請負人はどのようなものか？ 

Ａ３：建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 2条第 3項に規定する建設業者，いわゆる「建

設業許可業者」が対象となる。なお，一次下請負人が対象となる。 

Ｑ４：社会保険等に未加入とは，どのような場合をいうのか？ 

Ａ４：社会保険等の適用を受ける事業所でありながら，各保険の適用に関する届出の義務

を履行していない場合，すなわち，法律上，保険に加入しなければならないにもかか

わらず，加入していない場合をいう。 

また，3保険のうち一つでも届出の義務を履行していないものがあれば，未加入とな

る。従業員の雇用形態等により，各保険の適用が除外され，法律上の加入義務がない

場合は「適用除外」となり，市発注工事の下請負人となることは問題ない。社会保険

等における適用事務所の考え方は，常用雇用の従業員数や，その働き方等によって総

合的に判断されるので，正確を期すため，詳細な内容は日本年金機構（年金事務所）

や厚生労働省（公共職業安定所）に確認されたい。 

Ｑ５：受注者は，下請負人の社会保険等加入状況をどのように確認すればよいのか？ 

Ａ５：受注者は，「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」（国土交通省）を踏ま

え，下請負人の適切な保険加入範囲や保険加入の適用除外などを確認し，施工体制台

帳及び再下請負通知書に記載されている一次下請けの業者から，各保険料の領収済通

知書等の写しの提出を求めたり，一般財団法人建設業情報管理センターの「経営規模

等評価結果通知書／総合評定値通知書」の両面印刷で確認したりすることにより社会

保険等の加入状況を確認する。 

なお，これらの確認資料は，発注者が提示を求めることがあるので，施工体制台帳，

下請契約書，請負代金内訳書等とともに保管しておくこと。 

Ｑ６：発注者は，下請負人の社会保険等加入状況どのように確認すればよいのか？ 

Ａ６：発注者は，施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄の記載で確認する。 



Ｑ７：社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合は，いかなる場合も契約違反とな

るのか？ 

Ａ７：建設業許可を有していない社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることについ

ては，建設工事請負契約書上の禁止事項ではない。 

また，受注者から社会保険等未加入建設業者を下請負人とした具体的な理由を記載

した書面（特別事情申請書【様式 2】）を提出させ，社会保険等未加入建設業者を下請

負人としなければ工事の施工が困難となるなどの特別な事情が存在すると発注者が認

めた場合，受注者が，発注者の指定する期間内に社会保険等未加入建設業者が社会保

険等に加入した事実を確認し，当該事実を確認することができる書類を提出した場合

は，契約違反とならない。 

Ｑ８：「特別の事情」とは，具体的にどのような場合？ 

Ａ８：「特別の事情」を有する場合とは， 

○災害に伴う工事で緊急に行う必要がある場合 

○高度かつ特殊な技術，機器，設備又は技法等を必要とする工事で，特定の者を下請

負人としなければ目的を達成することができない場合 

※「特別の事情」に該当するか否かについては，個々の事案が発生した際，その内容

や背景等を十分に確認した上で，個別に判断するものとする。 

（確認方法：受注者からの提出書類や受注者へのヒアリングによる） 

Ｑ９：「特別の事情」の申請期間や加入指導期間等の期日の起算日はいつからか？ 

Ａ９：発注者から受注者に対して行った通知日の翌日を起算日とする。 

Ｑ10：社会保険等未加入建設業者を一次の下請負人とした場合の措置は，どのようなもの

か？ 

Ａ10：市は，受注者が社会保険等未加入建設業者を一次の下請負人とした場合は，受注者

に対して指名停止の措置を行う。【令和 2年 4月入札公告・入札通知文から適用】 

Ｑ11：社会保険等の「適用除外」となる建設業者の条件は何か？ 

Ａ11：健康保険については，一人親方や常用労働者数が 5 人未満である個人事業主，年金

事務所において健保適用除外の承認を受けた常用労働者 5 人以上の個人事業主及び法

人事業所。 

厚生年金については，一人親方や常用労働者が 5人未満である個人事業主。 

雇用保険については，一人親方や個人事業主，役員のみの法人。 

なお，受注者は，当該業者には各保険の届出の義務がないことを確認した上で「適

用除外誓約書【様式 1】」を発注者に提出する必要がある。 

また，適切な手続をして国民健康保険組合（建設国保等）に加入している場合，改

めて協会けんぽに入り直す必要はありません。 



Ｑ12：適用除外の場合，加入と未加入のどちらの扱いとなるか？ 

Ａ12：加入と同等の扱いとする。ただし，受注者は「適用除外誓約書【様式 1】」を発注者

に提出する必要がある。 

Ｑ13：建設業者としての社会保険等の加入状況を確認するのか，それとも個々の労働者の

加入状況を確認するのか？ 

Ａ13：今回の取組は，健康保険法，厚生年金保険法，雇用保険法に基づく加入義務のある

建設業者が，企業として適切な保険に加入しているかどうかを確認するものであり，

個々の労働者の加入状況を確認するものではない。 

なお，法令により適用除外となる者（一人親方など）や加入企業に所属する（個人

負担保険料未納の）現場作業員を個別に排除するものではない。 

Ｑ14：未加入だった業者が社会保険等に加入した場合，どのような書類をもって「確認書

類」とするのか？ 

Ａ14：原則として，厚生労働省年金局，労働局，公共職業安定所から発行される次の書類

の写しを提出させることにより確認することとしている。 

＜健康保険又は厚生年金保険＞ 

・「領収証書」（参考資料①） 

・「社会保険料納入証明（申請）書」（参考資料②） 

・「資格取得確認および標準報酬決定通知書」（参考資料③） 

＜雇用保険＞ 

・「領収済通知書」（参考資料④－1）及び「労働保険概算・確定保険料申請書」（参

考資料④－2） 

・「雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）」（参考資料⑤） 

Ｑ15：受注者が加入だと認識していたが，下請負人の虚偽等により実は未加入であったこ

とが，後日判明した場合，受注者はペナルティの対象となるのか？ 

Ａ15：受注者が施工体制台帳等作成時に下請負人の社会保険等の加入状況をどのように確

認したのかなどの調査をし，個別の事情を踏まえ，総合的に判断することとなる。調

査により，故意に虚偽の記載を行ったことが判明した場合は，受注者は施工体制台帳

等の虚偽記載に基づく処分の対象となる。 

Ｑ16：警備業，運搬業，建設業に関連する業種も対象になるのか？ 

Ａ16：建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務，運搬業務などにかかる下請

負人については，対象とはならない。 

Ｑ17：建設業許可行政庁の保険担当部局へ通報する社会保険等未加入業者は，兵庫県知事

許可業者に限るのか？ 

Ａ17：国土交通大臣許可業者，他府県知事許可業者は通報対象外とする。 


